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令和７年１１月  



第 ７ 号 議 案

第 ８ 号 議 案

三木市教育委員会１１月臨時会提出議案等

【 議　　　案 】

子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準
等に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る教育委
員会の意見について(教育・保育課)

三木市保育教諭等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
の制定に係る教育委員会の意見について(教育・保育課)
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第７号議案 

 

子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関

する条例の一部を改正する条例の制定に係る教育委員会の意見

について 

 

子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求

められたので、三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任

等に関する規則（昭和５９年三教委規則第１号）第２条第１項第６号の規定に

より、別紙のとおり意見を決定する。 

 

  令和７年１１月１４日 

 

三木市教育長  大 北 由 美 
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三教総第１２１号の１  

令和７年１１月  日  

 

三木市長  仲 田 一 彦  様 

 

三木市教育長  大 北 由 美 

 

 

   子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関

する条例の一部を改正する条例の制定に係る教育委員会の意見

について 

 

 令和７年１１月１３日付け三企第３０１号で照会のあった子ども・子育て支

援法の規定により条例に委任された基準等に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、異議ありません。 
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第８号議案 

 

三木市保育教諭等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制

定に係る教育委員会の意見について 

 

三木市保育教諭等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定に基づき、市長から意見を求められたので、三木市教育委員会の権限に

属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則（昭和５９年三教委規則第

１号）第２条第１項第６号の規定により、別紙のとおり意見を決定する。 

  

  令和７年１１月１４日 

 

三木市教育長  大 北 由 美 
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三教総第１１８号の１  

令和７年１１月  日  

 

三木市長  仲 田 一 彦  様 

 

三木市教育長  大 北 由 美 

 

 

   三木市保育教諭等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制

定に係る教育委員会の意見について 

 

 令和７年１１月１１日付け三企第２９３号で照会のあった三木市保育教諭等

修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定については、異議ありません。 
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